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NPO法人ヘルスカウンセリング学会 

公認行動変容支援士・公認健康行動変容支援士 

 

 

 

本学会では、公認行動変容支援士及び健康行動変容支援士の音声記録審査のためのシート記録紙を用意していますので、会

員の方はパスワードを入れ、学会ホームページからダウンロードして活用してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公認行動変容支援士の資格の取得には、学会資格取得研修（SAT カウンセラー・セラピスト研修）

の問題解決（旧行動目標）、自己成長、行動変容の各コースの受講に加え、次の音声記録とシート

記録による審査の合格が必要です。なお、公認健康行動変容支援士の資格の取得には、それらに加え

学科試験の合格が必要です。 

 

学会公認行動変容支援士 

①問題解決療法 

②問題行動変容法（幼少期・生育期問題再解決版） 

※2022 年 2 月 1 日より変更 

 

学会公認健康行動変容支援士 

①問題解決療法 

②問題行動変容法（幼少期・生育期問題再解決版） 

※2022 年 2 月 1 日より変更 

 

③学会公認健康行動支援士学科試験合格 

                                            

特定非営利活動法人ヘルスカウンセリング学会資格審査機構 

事務局: 〒272-0023 千葉県市川市南八幡 4-12-5-801 

TEL：047 –314-1959 FAX： 047 –300-8277 

E-mail: info@healthcounseling.org 

ホームページ：http://www.healthcounseling.org/ 
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 提出用紙   

学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士の認定基準による評価シート① 

太枠内または太字の項目に、記入・チェックを行って下さい。    2014、2017、2021 年、2022 年改訂  

・申請者氏名 

 

 

※行動変容支援士は、学科試験は必要ありません 

■ 健康行動変容支援士学科試験 

 □    年  月合格済み 

□これから 

□受験しない（行動変容支援士の資格取得を目指しているため） 

●：自動的に出来る   ○：集中すれば出来る   △：工夫要   ×：試行段階   v：非該当 

項目 自己審査 審査 

１ 問題あるいは問題行動の明確化と効果的な繰り返しによる確認と解決自信度の明確化 □ □ 

２ ブロッキングを自覚的に避けて、フォローする □ □ 

３ 効果的な沈黙や促し □ □ 

4 

問題解決療法 

1） 
効果的な繰り返しによる確認とテーラーリング姿勢（「主な事柄」や「キーワード」

を含めながらポイントを強調するようにして話をくりかえし確認をとること） 
□ □ 

2） 気持ちや感情や心の声や身体感覚の明確化とその繰り返し □ □ 
3） 期待（要求）の明確化とその繰り返し □ □ 

4） 

ストレス軽減法 
① 光イメージ法 □ □ 
② 代理顔表象法 □ □ 

5） 問題解決への対処行動の明確化 □ □ 
6） 共感的励まし（共感法あるいは感動法） □ □ 

５ 

問題行動変容法（幼少期・生育期問題再解決版） 
1） 心の声、身体感覚（身体違和感）、ストレス度の明確化 □ □ 

2） 鍵状況の明確化 □ □ 

3） 共感姿勢による心傷風景連想法の実施 □ □ 

4） 心傷風景の 1 歳前後への深化と場面年代の確認 □ □ 

5） ストレス度 0％にする代理顔表象の明確化 □ □ 

6） 代理顔表象の表情やメッセージの明確化とそれに対する気持ちの確認 □ □ 

7） 変化する自己イメージ □ □ 

8） 変化した自己イメージによる再解決行動イメージと再解決結果の確認 □ □ 

9） 自分自信度％の明確化と必要時に自分自信度 100％への補正 □ □ 

10） 心象風景の無条件の愛着形成による解決と両親・自分の顔表情の変化 □ □ 
11） 無条件に助けてもらう記憶イメージにおける変化した性格の確認 □ □ 
12） 変化した性格での心象風景に対する解決行動と結果の確認 □ □ 
13） 過去の未解決の問題に対する解決行動と結果の確認 □ □ 
14） 現在の問題に対する感じ方と解決行動との明確化 □ □ 

6 クライアントやスーパーバイザーにフィードバックを適度に得ながら独立的に実施している □ □ 

    

1)スーパーバイザ―からの指摘を受け、一度で修正できた場合、白丸（○）印となります。 

2)有料で参加している勉強会の指導者・有料で音声審査のための指導を受けた指導者・有料でセラピーをうけているセラ

ピストがいる場合は、その方の氏名を明記してください。該当者がいない場合は「無」に○をしてください。 

 ⇒ （指導者・セラピスト氏名：               ・ 無 ） 

3)特級資格保有者又は講師資格保有者がクライアントの場合、審査対象外になります。 
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提出用紙   

学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士の認定基準による評価シート② 

 

 審査者記入欄  

 

■学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士として（ 適格 ・ 未適格 ）である。（○で囲む） 

※ 問題解決療法、問題行動変容法のすべての項目に●印であると適格になる 

 

■学会公認傾聴支援士として（ 適格 ・ 未適格 ）である。（○で囲む） 

※ 問題解決療法のすべての項目に●印あるいは○印であると適格となる 

 

●以下の点が未適格です（未適格項目の□にチェックマーク（ｖ）をつける。） 

  □ ① 問題解決療法 

  □ ② 問題行動変容法（幼少期・生育期問題再解決版）※2022 年 2 月 1 日より変更 

 

●本人が今後必要と思われる□に、チェックｖをつける 

 □ 自己成長（自己成長コースへの要参加、SAT 療法センターでセラピーをうける） 

  □ 理論的な理解（行動変容・資格チャレンジコースへの再参加、文献学習、講師への質問等） 

  □ 技能練習（自己練習続行、勉強会参加、その他の技能訓練の機会の利用等） 

 

総合コメント 

評価できる良いところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバイス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘルスカウンセリング学会資格審査機構 

審査料金欄：□ 本審査（6 千円）   月   日振込済、□ 予備審査（4 千円）   月   日振込済 
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能力要件 

理屈通り行動を変えられない背後にある、隠れた過去の未解決な問題への気づき、癒し、再学習から再解決を促し、問題解決 

の行動変容を支援する技能を持つものとして、ヘルスカウンセリング学会資格審査機構で認定され、かつ学会員とし

て登録されているもの。 

学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士資格審査のために提出する音声記録およびシート記録 

１．問題解決療法の音声記録及びシート記録 
２．問題行動変容法（幼児期・生育期問題再解決版）の音声記録及びシート記録 

   ※2022 年 2 月 1 日より変更 

ヘルスカウンセリング学会会員の登録 
資格認定・更新には、NPO 法人ヘルスカウンセリング学会の会員であることが必要です。入会登録申請をされる方は学会

事務局にご連絡ください。なお学会入会申込みにつきましては、本学会ホームページの「お問合せ・入退会」⇒「入会方法・

退会について」⇒「【入会方法】」をご覧ください。 

資格の審査・登録 
１. 【受講】学会資格取得研修である SAT カウンセラー・セラピスト研修の問題解決コースと自己成長コースと行動変容コ

ースを受講してください。  
 
２. 【学科試験】学会公認健康行動変容支援士については、原則として SAT カウンセラー・セラピスト研修の第１日目終了

後またはお昼休みに学科試験がありますので、当日試験料２,000 円税込を添えてお申し込みください。 

≪留意事項≫現在オンライン開催のため、研修 1 日目終了後またはお昼休みに学科試験は行っておりません。学科試験に

つきましては、ヘルスカウンセリング学会事務局へご相談ください。 

    ※ 学会公認行動変容支援士については、学科試験は義務付けられていません。 
 
３. 【審査（音声記録およびシート記録紙の提出、評価シートの提出、審査料の振込み）】 

・問題解決療法 

・問題行動変容法（幼少期・生育期問題再解決版） 

① 上記「音声記録」（SD カード・USB・CD にて提出）および「所定シートに記述した判読できる記録紙」の提出 

② 自己審査結果を記入した学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士の認定基準による評価シートの 

提出 

③ 資格審査料（音声記録審査含む）6,000 円税込の振込み（2021 年 1 月 1 日以降）※ 予備審査制度あり 

 

学会事務局に①～②を提出、審査料または予備審査料のお振込みにて、審査機構の審査を受けてください。 

≪予備審査制度とは≫ 音声審査に合格するまでの経済的負担を軽減するための制度です（利用は任意）。予備審査制度を利用して音

声記録およびシート記録紙の審査を受けた場合は、審査申請時に予備審査料4,000円税込を支払い、合格後に本審査料との差額2,000

円税込の支払いを行ってください。未合格の場合は、本審査料との差額の支払いは必要ありません。  
 

４. 審査項目（学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士の認定基準による評価シート）の各資格に該当する

箇所すべてに、「●：自動的に出来る」の評価を得られれば、学会公認行動変容支援士または学会公認健康行動変容支援

士の合格となります。 
 

５.  審査終了後、（合格者の場合）審査結果と公認登録申請に必要な書類が学会事務局から送付されますので、 

合格となった学会員は①～③または①～③の提出および資格公認登録料 3,000 円税込（予備審査制度をご利用の方は、 

資格審査料の差額 2,000 円税込を合わせて）をお振り込みください。 

① SAT カウンセラー・セラピスト研修問題解決コース、自己成長コース、行動変容コースの修了証のコピー 

② 学会公認健康行動変容支援士を登録される方は「学会公認健康行動変容支援士」学科試験の合格証コピー 

③ 学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士資格申請書 

 

 

後日、合格された「学会公認行動変容支援士」または「学会公認健康行動変容支援士」の証書が送付されます。  

 

 

 

【学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士】 
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資格の更新 

1.  資格更新の３～6 ヶ月程前になると学会事務局から「更新のお知らせ」が届く予定ですので、下記の更新手続きをお願

いします。 
 

2. 同封された「資格更新申請書」・「所定のシート記録」を記載の上、事務局にご送付ください。  
 

 3.  資格更新には、資格取得後または前回更新後から３年間に、 

①３単位以上の取得： ３単位以上の研修受講が必要です。（講師会研修を含め研修参加は１回につき１単位、本学会大

会参加は１回につき１単位、集中セミナーは 4 単位に相応） 

②所定のシート記録の提出： 「学会公認行動変容支援士」または「学会公認健康行動変容支援士」資格の技能を持続

して所有していることを示していただくため、該当資格能力相当の実践事例報告が必要です。資格取得に必要なシー

ト記録の内容を実施し、その記録紙の提出が必要となります。対象のクライアントに使用目的を説明し、承諾書（形

式任意）をもらったうえで 1 事例の臨床記録報告に該当するものを提出していただくか、もしくは研修において資格

取得に必要なシート記録の内容を実施し、その記録紙を提出するか、いずれかを選択してください。本学会は、「学

会公認行動変容支援士」または「学会公認健康行動変容支援士」資格の審査のためのシート記録紙を用意しています

ので、会員の方はパスワードを入力し、学会ホームページからダウンロードして活用してください。 

③最新の研修の受講（１単位以上）： 有資格者として常にレベルアップを考え、「最新の知識を得るためにリフレッ

シュのための学会公認資格指定研修事業の定める（次回更新月から遡って約 1 年以内を目安）」SAT カウンセラー・

セラピスト研修の行動変容コース、資格チャレンジコースあるいは集中セミナーのうち、少なくとも 1 単位以上の研修

参加を要します。 
 

４．【資格復活救済制度】３の①～③の条件が満たされない場合は、行動変容コースあるいは資格チャレンジコースのセミ

ナーあるいは集中セミナーのうち、いずれか 1 つの研修を会員価格で受講し、課題（資格能力相当の演習事例報告の記

録紙）と、受講した研修の修了証を提出することによって再審査され資格更新が認められることになります。また、更新

申請書もご提出ください。 
 

５.  申請書が認められましたら、事務局より登録のご案内が届きます。更新料金 2,000 円税込を振り込まれますと証明 

書が届きます。  
 

≪留意事項≫「学会公認行動変容支援士」または「学会公認健康行動変容支援士」資格を更新することにより、公認傾聴支援士

資格を持っている場合それは自動的に資格更新されます。但し、本学会公認ソーシャルスキルトレーナーというトレーナー系や

本学会公認グループカウンセラー・グループヘルスカウンセラーというグループアプロ－チ系の資格は含まれません。 
 

■ 関連資料 

 学会公認行動変容支援士・学会公認健康行動変容支援士資料一式 

 〔PDF 版〕を〔学会員専用〕ページよりダウンロードできます。 

ヘルスカウンセリング学会事務局 

●問合せ先・送付先 

〒272-0023 千葉県市川市南八幡 4-12-5-801  電話 047-314-1959 / FAX 047-300-8277 

メール info＠ healthcounsel ing.org  

NPO 法人ヘルスカウンセリング学会 

 

●振込先  

【みずほ銀行】本八幡（ﾓﾄﾔﾜﾀ）支店、普通、1366762、特定非営利活動法人ヘルスカウンセリング学会 

【ゆうちょ銀行】記号 001003 番号 601936（店番 019 普通号 0601936） 

特定非営利活動法人ヘルスカウンセリング学会 

※振込名は、個人名・お振込み内容の記入をお願いします。 

※領収証をご希望の方は事前にお申し出ください。 

 

（2023 年 7 月１日改訂） 

ヘルスカウンセリング学会資格審査機構 


